
議案第７３号 

 

大田原市学童保育館条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市学童保育館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和５年９月４日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大田原市学童保育館条例の一部を改正する条例 

大田原市学童保育館条例（昭和５８年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

美原第一学童保育館 大田原市美原３丁目１番５３号 

美原第二学童保育館 大田原市美原３丁目１番５１号 

                            」 

を 

「 

美原学童保育館 大田原市美原３丁目１番５３号 

                            」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


